
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書を提出してください。  
正式な相続が完了するまでの間、一時的に相続人の代表者を、また固定資産税の現所有

者を指定していただきます。記入例を参考に記入し、税務課に提出してください。 

※相続人（現所有者）欄には、代表者以外の該当者分を記入してください。 

（相続人の住所や固定資産の相続分等、不明な点がある場合は、該当部分を未記入のまま

提出してください。）    

             お問合せ先：芳賀町税務課納税係  

電話番号：０２８－６７７－６０３５ 

< <記 入 例 > >  

相 続 人 代 表 者 指 定 届 兼 固 定 資 産 現 所 有 者 申 告 書  

                     令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日  

 芳 賀 町 長  様  
 

相

続

人

代

表

者

・

現

所

有

者

 

（

届

出

人

・

申

告

者

）

 

住  所  
（ 所 在 地 ）  

 
 

芳 賀 町 大 字 ○ ○ ○ 番 地 ○ ○  

フ リ ガ ナ  ハ ガ  イ チ ロ ウ  生 年 月 日  

氏  名  
（ 法 人 名 ）  芳賀  一郎  昭 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日  

電 話 番 号  
０ ９ ０ － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○   

被 相 続 人 と の 続 柄   配 偶 者 ・ 子 ・ そ の 他 （     ）  

 
 被 相 続 人 に か か る 徴 収 金 の 賦 課 徴 収 （ 滞 納 処 分 を 除 く 。） 及 び 還 付 に
関 す る 書 類 を 受 領 す る 代 表 者 を 地 方 税 法 第 ９ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り
届 け 出 ま す 。 併 せ て 、 芳 賀 町 税 条 例 第 ７ ４ 条 の ３ の 規 定 に 基 づ き 、 地 方
税 法 第 ３ ８ ４ 条 の ３ に 規 定 す る 「 現 所 有 者 」 を 次 の と お り 申 告 し ま す 。  
 １ ． 被 相 続 人 に 関 す る 事 項  

被

相

続

人

 

（

固

定

資

産

課

税

台

帳

の

所

有

者

）

 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ  ハ ガ  タ ロ ウ  生  年  月  日  

死 亡 し た 方

の 氏 名  

 
芳 賀  太 郎  昭 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日  

死 亡 時 の  
住     所  

 
 
芳 賀 町 大 字 ○ ○ ○ 番 地 ○ ○  

死 亡 年 月 日  

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日  

 

 
 ２ ． 相 続 人 （ 現 所 有 者 ） に 関 す る 事 項  

相

 

続

 

人

 

【

現

所

有

者

（

相

続

人

代

表

者

を

除

く

。
）
】

 

氏 名  
被 相 続
人 と の 続

柄  
住  所  生 年 月 日  相 続 分  

 芳 賀 二 郎   次 男  芳 賀 町 大 字 ○ ○  
○ ○ ○ 番 地 ○ ○  

昭 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日   

芳 賀 花 子   長 女  
芳 賀 町 大 字 ○ ○  

○ ○ ○ 番 地 ○ ○  
昭 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日   

     

届 出
税 目  

☑ 町 県 民 税  ☑ 固 定 資 産 税  □ 軽 自 動 車 税   
□ 国 民 健 康 保 険 税  ☑ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料  ☑ 介 護 保 険 料  

 
税 務 課 確 認 欄  
 

受  付  資 産 税 係  町 民 税 係  納 税 係  

    

 


